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「指定居宅介護支援」重要事項説明書 
  

  

       当事業所は介護保険の指定を受けています。 
            （青森県指定 第０２７２７０００５５号） 

 

  〇当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や 

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明いたします。 

 

☆居宅介護支援とは・・・ 

 

ご利用者が居宅での介護サービスやその他の保険医療サービス、福祉サービスを適切に利用す

ることができるよう、次のサービスを実施します。 

〇ご利用者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をおうかがいして、「居宅サービス計画

（ケアプラン）」を作成します。 

〇ご利用者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご利用者及びその家

族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を

把握します。 

〇必要に応じて、事業者とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 

 
※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が 

対象となります。 
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五戸町社協指定居宅介護支援事業所 
   

 



- 2 - 

 

 

ご利用者に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者がご利用者に説明すべき 

重要事項は、次のとおりです。 
 

１．指定居宅介護支援を提供する事業者ついて 

事 業 者 名 称 社会福祉法人 五戸町社会福祉協議会 

代 表 者 氏 名 会 長 向 山  裕 

本 部 所 在 地 
〒039-1511 青森県三戸郡五戸町字鍜冶屋窪上ミ３６ 

五戸町社会福祉センター内 

電 話 番 号 ０１７８－６２－２５４７ 

法人設立年月日 昭和４４年８月８日 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 名 称 社会福祉法人  五戸町社会福祉協議会 

指 定 事 業 所 番 号 五戸町（０２７２７０００５５） 

事 業 所 所 在 地 

  

〒039-1702 青森県三戸郡五戸町大字倉石中市字幸神道前 15-4 

五戸町保健福祉センター内  

連 絡 先 

相 談 担 当 者 名 

指 定 年 月 日 

電話０１７８－７７－２８４４  Fax０１７８－７７－３３４０ 

管理者 向山 小百合 

平成１６年７月３０日指定 

通常の事業実施地域 五戸町 

事 業 の 目 的 
事業所は要介護状態又は要支援状態にある高齢者又は家族に対し、公

平・中立かつ適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 

運 営 の 方 針 

１． 常に利用者の立場にたって利用者の置かれている環境等に応じて利 

用者の選択に基づき、適切な介護サービスが多様な事業者から総合的

かつ効率的に提供され、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう配慮するものとする。 

２． 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サ 

ービス機関との綿密な連携を図り、訪問調査の受託、居宅サービス計

画作成指導等の総合的なサービスの提供に努めます。 

 
 ３ 事業所窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日  月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日・年末年始を除く 

営 業 時 間 

午前８時１５分から午後５時までとする。 

 電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 （なお、運転中等対応できないときには折り返しいたします） 
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４ 職 員 体 制 

 

５ 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

１ サービスのお申込み 

   ※電話にて承ります。 

２ ご自宅を訪問 

※介護支援専門員がお家にお伺いします。ご家族に同席していただくこともございます。 

 

３ ➀要介護認定がお済の場合             ➀要介護認定等がまだお済でない場合  

 ※少しでも早い居宅サービスの提供を心がけます。 

４ 居宅サービス計画原案の作成            要介護認定申請の代行等 

※サービス内容等の打ち合わせ              ※要介護認定調査が行われます 

※各サービス事業者がお宅へ伺うこともあります。    ※保険者から要介護認定結果通知 

※サービス利用料金のご相談              順番３の①へ    

５ 居宅サービス計画決定  

※ご本人、ご家族に居宅サービス計画を説明の上交付します。 

６ 事業者から居宅サービスの提供 

   ※提供された居宅介護サービス等に対してのご要望等を承ります。  

７ 毎月の訪問   

   ※毎月ご自宅へ伺い、必要に応じて計画の変更を行います。ただし、条件・要件を満たした方の

み 2 ヶ月に 1 回はオンラインで行う事も可能です。 

８ サービスの終了 

  ➀当事業所の都合でサービスを終了する場合 

   ・人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございます。 

その場合は終了１ヵ月前までに文書で通知するとともに、地域の他居宅介護支援事業所をご 

紹介いたします。 

  ②自動終了  以下の場合は、双方の通知が無くても、自動的にサービスを終了致します。 

   ・利用者が介護保険施設に入所した場合 

   ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定 

された場合 

   ・利用者が死去された場合  

 

  職   種      職 務 内 容 常 勤  

管理者・主任介護支援専門員 事 業 管 理 １名 

介護支援専門員 ケアプラン作成、サービス利用調整等 ３名 
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６ 利 用 料  

 

（１）サービス利用料については、下表のとおりです。 

    介護保険適用となる場合は、下記利用料（下記記載加算含む）をお支払いいただく必要は 

ありません。 

     ただし、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支 

払われない場合があります。その場合は一旦利用料金を頂き、サービス提供証明書を発行い 

たしますので、後日、五戸町介護保険課に提出しますと、差額の払い戻しを受ける事ができ 

ます。 

 

           要介護度区分 

取扱 い件数区分 要介護１・２ 要介護３～５ 

介護支援専門員１人あたりの利用

者の数が 45人未満の場合 

  居宅介護支援費  

     10,860円 

 居宅介護支援費  

    14，110 円 

     ※加算制度改正により変動があります。 
 

（２）交通費 

     通常の事業実施地域以外の地区にお住いの方で、当事業所のサービスを利用される場合は 

サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。 

     但し、事業所の車両を使用した場合は、次の料金をいただきます。 

     ・通常の事業実施地域から片道１０キロメートル未満  ３００円 

     ・通常の事業実施地域から片道１０キロメートル以上  ５００円   
 

（３）利用料金のお支払い方法 

   （１）（２）の料金・費用は、１ヵ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下 

のいずれかの方法でお支払いください。 
 

〇 事業所窓口での現金払い 

〇 事業者指定口座への振込 

    八戸農業協同組合倉石支店 普通預金   0001341 

    口座名義 社会福祉法人五戸町社会福祉協議会 

 〇 金融口座からの自動引き落とし 

   ご利用できる金融機関：青森銀行、みちのく銀行、青森県内の農協 

 

７ 介護支援専門員の交代 

 

（１） 利用者からの交代の申し出 

選任された介護支援専門員の交代を希望する場合は、当該介護支援専門員が業務上不適当 

    と認められる事情その他、交代を希望する理由を明らかにして、事業所に対して交代を申し 

    出ることができます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。 

 

（２） 事業者からの介護支援専門員の交代 

事業者の都合により、介護支援専門員を交代することがあります。 

介護支援専門員を交代する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じない 

よう十分に配慮するものとします。 
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８ 虐待防止について 

   事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに従業

者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。 
 

９ ハラスメント対策 

（１）事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指

します 

（２） 利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為セク 

シャルハラスメントなどの行為を禁止します。 
 

１０ 衛生管理などについて 

     事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように対策を講じます。 

  

１１ 業務継続計画の策定などについて 

     感染症や非常災害の発生などにおいて、及び非常事態時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 

１２ 利用実績の説明 

 ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下について利用者に説明を行いま

す。 

（１）前６ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護福

祉用具貸与の各サービスの割合を説明いたします。 

（２） 前６ヶ月間に作成したケアプランに位置付けた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介 

護、福祉用具貸与の各サービスごとの提供階位数のうち、同一事業所によって提供された 

ものの割合を説明いたします。 

 

１３ 複数事業所の紹介 

居宅サービス計画のサービス作成にあたり、利用者やご家族などは介護支援専門員に対し複

数の居宅サービス事業者等の紹介を求める事及び利用可能なサービス事業者の説明を受ける事

が出来ます。契約者は十分な説明を受けた上でサービス事業所を選択して頂き、文書による同

意を得て相互で保管する事とします。 
 

１４ 事故発生時の対応 

事故が発生した場合は、速やかに事務局において対応するとともに、保険者に報告するものと

します。また、利用者に対して当事業所の居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、速やかに損害賠償いたします。 
 

１５ 個人情報の取扱いについて 

利用者及び家族の情報については次の記載するところにより必要最低限の範囲内で使用するこ

ととし、同意を得ない限り用いません。 

（１） 使用目的 

事業者が介護保険法に関する法令に従い、居宅サービス計画に基づき指定居宅サービス

等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議において必要な場合に使用します。 

（２） 使用にあたっての条件 

      ➀ 個人情報の提供は（１）に記載する目的の範囲内で最小限にとどめ、情報提供の際

には関係者以外に漏れることのないよう細心の注意を払うこととします。 
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➁事業者は個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておきます。 
（３） 個人情報の内容（例示） 

➀ 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業者がサービス等を行うために最小限必 

要な利用者や家族個人に関する情報 

➁ 認定調査票（各調査項目及び突起事項）、主治医意見書、介護認定審査会における判定結 

果の意見 

➂ その他の情報 

（４） 使用する期間 

  契約締結日から契約終了日までとします。 

 

１６ 苦情の受付について 

 

（１） 当事業所に対する苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

◎相談・苦情受付窓口 

担 当 者  向山小百合（管理者） 

電   話  ０１７８―７７－２８４４  Fax０１７８－７７－３３４０ 

受 付 日  月曜日～金曜日（ただし、祝祭日・１２月２９日～１月３日を除く） 

 

（３） その他 

       当事業所以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合会の相談・苦情窓口等に 

      苦情を伝えることができます。 

       ・五戸町介護支援課 介護保険班  電話０１７８－６２－２１１１ 

       ・青森県国民健康保険団体連合会  電話０１７－７２３－１３３６ 
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令和   年   月    日 

 

 

 

 

 

 

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

 

    〇事 業 所 

     所 在 地 青森県三戸郡五戸町大字倉石中市字幸神道前１５－４ 

     名 称 五戸町社協指定居宅介護支援事業所 

     説 明 者 職名 介護支援専門員 氏名 

 

 

 私は、サービス提供開始に際し、事業者より上記の重要事項について説明を受け、確認、同意しま

した。 

 

              利 用 者 住  所                   

        

                    氏  名     

 

              代理人及び家族代表者 

                    住  所 

 
                    氏  名           
 
                   （利用者との続柄）           
 

 

 

 

 

 

※この重要事項説明書は、厚生省令第 37号（平成 11年３月３１日）第８条の規定に基づき 

 利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 

 


